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   トラック運送業界における「不正改造車排除運動」の実施について 

 

 平素より当協会の業務運営各般にわたり格別なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、今般、北海道運輸局長及び全日本トラック協会長より標記運動の会員事業者

へ周知の要請がありました。 

 つきましては、貴協会におかれましても、本趣旨をご理解の上、傘下会員事業者に

対する周知徹底をお願いするとともに、本運動の推進にご協力くださいますようお願

い申し上げます。 

 

記 

 

１ 「不正改造車排除運動」の実施について 

  別添１及び別添２は、国土交通省北海道運輸局から北海道トラック協会あて協力

要請及び実施要領等の通知です。 

  本運動の強化期間につきましては、北海道運輸局、各運輸支局ともに６月の１か

月間となっています。 

  別添３については、国土交通省からの要請を受け、トラック運送業界独自の取り

組みをまとめた「トラック運送業界における不正改造車排除運動」北海道トラック

協会実施要領です。 

  各地区トラック協会におかれましては、北海道トラック協会実施要領に基づき、

別添４の「自主点検票」を活用した自主点検等について周知徹底をお願いいたしま

す。 

  実施結果につきましては、別添５の報告様式により、７月１０日(金)までに北ト

協業務部宛にご報告いただきますようお願いいたします。 

 

２ 添付資料 

 ⑴ 別添１ 「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組について 

 ⑵ 別添２ 「不正改造車を排除する運動」の実施方法等について 

 ⑶ 別添３ 「トラック運送業界における不正改造車排除運動」 

北海道トラック協会実施要領 

 ⑷ 別添４ 「不正改造防止自主点検票」 

 ⑸ 別添５ 「不正改造車排除運動」実施結果報告書様式 



 



 

北 技 整 第 １ ３ 号 
北 技 技 第 ２ ９ 号 
北 技 保 第 ２ ５ 号 
令和８年４月２３日 

 
 

 

自動車関係団体の長（別紙１） 殿 

 

 

北海道運輸局長 （公印省略）  

 

 

「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて 

 

平素は、国土交通行政に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

国土交通省では自動車関係団体等の御協力のもと、平成２年度から「不正改造車を排除す

る運動」を展開しているところです。 

令和５年１１月には、タイヤのはみ出し等の不正な改造がされた軽自動車のタイヤが走行

中に脱落して坂道を転がり、歩道を歩いていた女児に直撃し意識不明となる痛ましい事故も

発生しております。 

令和８年度においても、物流・自動車局長より別紙のとおり通達がありましたので本運動

の趣旨をご理解いただき、別添に定める「不正改造車を排除する運動」実施要領に基づき、

貴団体に係る実施事項について積極的に取り組み、より一層、不正改造車の排除に努めてい

ただきますよう傘下会員に対し周知徹底方よろしくお願いいたします。 

 

  

別添１



 

別紙１ 

 

自動車関係団体の長（順不同） 

 

  １． 北海道自動車整備連合会 会長 

   ２． 北海道自動車車体整備協同組合連合会 会長 

   ３． 北海道自動車電装品整備商工組合 理事長 

   ４． 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 北海道ブロック協議会 会長 

   ５． 北海道中古自動車販売協会 会長 

   ６． 一般社団法人 北海道バス協会 会長 

   ７． 公益社団法人 北海道トラック協会 会長 

   ８． 一般社団法人 北海道ハイヤー協会 会長 

   ９． 一般社団法人 日本陸送協会 北海道支部長 

 １０． 北海道自動車部品商組合 理事長 

 １１． 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 東日本支部長 

 １２． 軽自動車協会 北海道ブロック会 会長 

 １３． 北海道自家用自動車協会連合会 会長 

 １４． 一般社団法人 日本自動車連盟 北海道本部長 

 １５． 北海道自動車標板協議会 会長 

 １６． 北海道石油商業組合 理事長 

１７． 北海道ディーゼルポンプ振興会 会長 

 １８． 一般社団法人 日本自動車車体工業会 北海道支部長 

 １９． 北海道二輪車商業協同組合 理事長 

 

 















  

北 技 整 第 １ ４ 号 
北 技 技 第 ３ ０ 号 
北 技 保 第 ２ ６ 号 
令和８年４月２３日 

 
 
 

 自動車関係団体の長（別紙） 殿 
 
 

北海道運輸局 自動車技術安全部長（公印省略） 
 
 

「不正改造車を排除する運動」の実施方法等について 
 

平素は、国土交通行政に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
「不正改造車を排除する運動」の実施につきましては、「「不正改造車を排除する運動」

への積極的な取組みについて」（令和８年４月２３日付け、北技整第１３号、北技技第２９
号、北技保第２５号）により通知しているところです。 

本運動の実施にあたり不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口を下記のとおり設けましたの
で、不正改造車及び迷惑黒煙車に関する情報の提供について、傘下会員に周知されますよう
お願いいたします。 
 

記 
 

１．不正改造車及び迷惑黒煙車に関しての情報受付及び相談窓口 
「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」 

北海道運輸局自動車技術安全部 整備・保安課 （℡０１１－２９０－２７５２） 
札幌運輸支局 検査・整備・保安担当      （℡０１１－７３１－７１６８） 
函館運輸支局 検査・整備・保安担当           （℡０１３８－４９－８８６４） 
旭川運輸支局 検査・整備・保安担当           （℡０１６６－５１－５３６３） 
室蘭運輸支局 検査・整備・保安担当           （℡０１４３－４４－３０１３） 
釧路運輸支局 検査・整備・保安担当           （℡０１５４－５１－２５２３） 
帯広運輸支局 検査・整備・保安担当           （℡０１５５－３３－３２８２） 
北見運輸支局 検査・整備・保安担当           （℡０１５７－２４－７６３３） 

 
２．不正改造車及び迷惑黒煙車に関する情報提供内容 

（１）不正改造車及び迷惑黒煙車の自動車登録番号 
（２）不正改造の内容 
（３）発見日及び発見場所  

別添２



  

別紙 
 
自動車関係団体の長（順不同） 
 
  １．北海道自動車整備連合会 会長 
   ２．北海道自動車車体整備協同組合連合会 会長 
   ３．北海道自動車電装品整備商工組合 理事長 
   ４．一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 北海道ブロック協議会 会長 
   ５．北海道中古自動車販売協会 会長 
   ６．一般社団法人 北海道バス協会 会長 
   ７．公益社団法人 北海道トラック協会 会長 
   ８．社団法人 北海道ハイヤー協会 会長 
   ９．社団法人 日本陸送協会 北海道支部長 
 １０．北海道自動車部品商組合 理事長 
 １１．一般社団法人 日本自動車タイヤ協会  東日本支部長 
 １２．軽自動車協会 北海道ブロック会 会長 
 １３．北海道自家用自動車協会連合会 会長 
 １４．一般社団法人 日本自動車連盟 北海道本部長 
 １５．北海道自動車標板協議会 会長 
 １６．北海道石油商業組合 理事長 
 １７．北海道ディーゼルポンプ振興会 会長 
 １８．一般社団法人 日本自動車車体工業会  北海道支部長 
 １９．北海道二輪車商業協同組合 理事長 
 

 























別添３  

令和８年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」 

【北海道トラック協会実施要領】 

 

令和８年５月  

（公社）北海道トラック協会  

 

 

１ 目的 

  我が国の交通事故の発生件数等の現状を見ると、依然として多くの方が事故の被害

に遭われている現状であり、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を

脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化

の要因の一つとなっている。 

  このような現状に鑑み、国土交通省を中心とした「不正改造車を排除する運動」が

展開されるが、トラック運送業界としてもトラックに対象を絞り、道内における不正

改造車を排除するため、各地区トラック協会と連携して積極的な運動を展開する。 

 

２ 実施期間 

 ⑴ 「不正改造車排除運動」は年間を通じた運動とする。 

 ⑵ 令和８年６月の１か月間を強化期間とし、特に重点を置いて実施する。 

 

３ 不正改造排除項目 

  ≪重点排除項目≫ 

 ⑴ タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し 

 ⑵ 灯光の色や点灯状態が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、

装備が義務化されている灯火器（例：側面方向指示器）の取外し 

 ⑶ 前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付 

  （貼付状態で可視光線透過率70％未満） 

 ⑷ マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフ

ラーの装着 

 ⑸ 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 

 

 ≪基本排除項目≫ 

 ⑴ 直前直左の周辺状況を確認するため鏡又はカメラ及び画像表示装置の取外し 

 ⑵ 前面ガラスへの装飾版の装着 

 ⑶ 土砂等を運搬するダンプ車の荷台へのさし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止

装置）の切断・取外し 

 ⑷ 基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け 

 ⑸ シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け 

 ⑹ 不正な二次架装 



４ 実施内容 

 ⑴ 北ト協会報誌「ＴＲＵＣＫレポート」６月号に運動内容を掲載し、トラック事業

者等へ周知を図る。 

 ⑵ 北ト協ホームページ上に「トラック運送業界における不正改造車排除運動」実施

内容及び自主点検票（別添４）を掲載し、トラック事業者等へ周知を図る。 

 ⑶ 適正化事業巡回指導時において、事業所への啓発・指導を実施する。 

 ⑷ 北海道運輸局及び各支局が行う街頭検査・啓発等へ協力する。 



別添４  

 

不 正 改 造 防 止 自 主 点 検 票 
 

点 検 の 
実 施 日     年  月  日 点 検 の 

実 施 者 

職 責  

氏 名  

事業者名  

事業場名  

点検事項 点 検 内 容 
チ ェ ッ ク 欄 

適 要 改 善 

事業場関
係者の所
有車両等
の 状 況 

不正改造車両の有
無 

社用車 無 有（    台） 

従業員車両 無 有（    台） 

その他 無 有（    台） 

不正改造
防止につ
い て の事
業場内の
管理体制 

事業場における運動実施責任者の選任状況   

社用車、従業員車両の定期的な確認   

不正改造の防止についての従業員に対する教育
の実施状況   

休日・深夜等に事業場が無断使用されていない
ことの確認   

注 １．点検実施日現在の状況を確認し、その結果をチェック欄に「レ」で記入して下さい。 

２．点検については、事業場内において定期的に行うことをお奨めします。 



（公社）北海道トラック協会　業務部

　 森宛メール：t.mori@hta.or.jp

1.強化月間

月

2.傘下会員事業者に対する指導

①　適正化実施機関の巡回指導

指導件数 件

3.広報活動

①　マスメディアを活用した広報

（新聞、テレビ、ラジオ、雑誌　等）

②　ポスターの掲示、チラシの配布等

（全ト協では作成しておりませんが、独自で作成し配布している場合等はご記入下さい）

・ポスター

配布枚数 枚

・チラシ

配布枚数 枚

③　協会HP・ＳＮＳへの掲載（掲載内容と期間）

（内容） （期間）

～

④　会報への掲載（掲載内容と掲載日号）

（内容） （掲載日号）

4．独自に実施した事項

5．その他

※　各欄とも、必要に応じて適宜行の追加・拡張を行って記載して下さい。 

７月１０日(金)まで

別添５

協会名

令和８年度「不正改造車排除運動」実施結果報告書
年　　　月　　　日

ご担当者お役職

ご担当者お名前

トラック協会


